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定例庁議次第 

令和５年２月14日 

役場２階大会議室 

１．開 会 

 

２．挨 拶 

 

３．審議事項 

 なし 

 

４．報告事項 

 なし 

 

５．議案事項 

 (1) 吉岡町消防団条例の一部改正について 

（総務課 髙田課長）【資料番号１】 

 (2) 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

（住民課 小林課長）【資料番号２】 

 (3) 吉岡町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

（健康子育て課 中島課長）【資料番号３】 

 (4) 吉岡町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例        （健康子育て課 中島課長）【資料番号４】 

 (5) 吉岡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例               （健康子育て課 中島課長）【資料番号５】 

 (6) 吉岡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例            （健康子育て課 中島課長）【資料番号６】 

 (7) 吉岡町小口資金融資促進条例の一部改正について 

（産業観光課 岸課長）【資料番号７】 

 (8) 道の駅よしおか温泉の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

（産業観光課 岸課長）【資料番号８】 

 (9) 吉岡町農業委員会委員の任命について 

（産業観光課 岸課長）【資料番号９】 

 (10) 吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部

改正について                （建設課 笹沢課長）【資料番号10】 

 (11) 町道路線の認定について 

（建設課 笹沢課長）【資料番号11】 

 

６．その他 

 

７．閉会 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 総務課長 髙田 栄二   

【件 名】 

   吉岡町消防団条例の一部改正について 

 

【目 的】 

  吉岡町消防団の組織見直しによるラッパ隊の廃止に伴い、所要の改正を行うものです。 

  また、併せて、文言の修正等を行うものです。 

 

【改正内容】 

 １．消防団の職のうち、ラッパ隊に関係する任用職名の削除（第４条関係） 

   消防団の組織のうち、ラッパ隊を廃止するため、ラッパ長、副ラッパ長の職名を削

除する。 

 ２．ラッパ隊に関係する報酬額の削除（別表 第１０条関係） 

ラッパ隊廃止にともない、ラッパ長、副ラッパ長、ラッパ手の報酬年額を削除する。 

 ３．その他文言修正 

 

【施行日】 

  令和５年４月１日 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会 

資料番号１ 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 住民課長 小林 康弘   

【件 名】 

   吉岡町国民健康保険条例の一部改正について 

 

【目 的】 

  出産育児一時金の増額に伴い改正を行うものです。 

 

【改正内容】 

 １．出産育児一時金の支給額の引き上げ（第６条第１項） 

   出産育児一時金を「４０万８，０００円」から「４８万８，０００円」に改正する。 

 

【施行日】 

  この条例は、令和５年４月１日から施行する。なお、この条例の施行日前に出産した

被保険者に係る出産育児一時金の額については、従前の例による。 
 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会・臨時会 

 

【備 考】 

 

 

資料番号２ 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 健康子育て課長 中島 繁   

【件 名】 

   吉岡町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 

 

【目 的】 

  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７６

号）が公布されたことに伴い、所要の改正を行うもの 

 

【改正内容】 

  関係法律の公布に伴う条項ずれ及び字句の修正を行うもの 

 

【施行日】 

  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７６

号）の施行の日から施行する。ただし、第１条の改正規定（「置く」を「設置する」に改

める部分に限る。）及び第３条から第６条までの改正規定は、公布の日から施行する。 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会（３月議会） 

 

資料番号３ 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 健康子育て課長 中島 繁   

【件 名】 

   吉岡町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

【目 的】 

  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７６

号）の公布、及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の施行に伴い、所要

の改正を行うもの 

 

【改正内容】 

  書面に代えて電磁的記録により記録できること、懲戒に係る権限の濫用禁止の削除、

条項ずれ及び字句の修正を行うもの 

 

【施行日】 

  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７６

号）の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第５条第２項から第６項まで

を削る改正規定、第２６条の改正規定、第３８条第２項を削る改正規定、第３９条第２

項の改正規定（「教育・保育支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める部分に限る。）、

第４２条第１項第３号の改正規定及び第３章の次に１章を加える改正規定は、公布の日

から施行する。 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会（３月議会） 

資料番号４ 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 健康子育て課長 中島 繁   

【件 名】 

   吉岡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について 

 

【目 的】 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

の改正に伴い、所要の改正を行うもの 

 

【改正内容】 

  書面に代えて電磁的記録により記録できること、安全計画策定の義務化、自動車運行

における児童の所在確認、条項ずれ及び字句の修正を行うもの 

 

【施行日】 

  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条の次に２条を加える改正規定、

第１０条の改正規定及び第１４条の改正規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会（３月） 

資料番号５ 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 健康子育て課長 中島 繁   

【件 名】 

   吉岡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

 

【目 的】 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

３号）の改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

【改正内容】 

  放課後児童健全育成事業における安全計画の策定の義務化、自動車運行における児童

の所在確認、業務継続計画の策定の追加を行うもの 

 

【施行日】 

  令和５年４月１日 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会（３月議会） 

資料番号６ 



8 

様式第２号（第４条関係） 

２月 14 日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議会事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 産業観光課長 岸 一憲   

【件 名】 

   吉岡町小口資金融資促進条例の一部改正について 

 

【目 的】 

  借換制度の継続実施による群馬県小口資金融資促進制度要綱の改正に伴い、所要の改

正を行うものです。 

 

【改正内容】 

 １．借換制度の期間延長（附則第２項関係） 

   借換制度の融資申込み期限を令和５年３月３１日までから令和６年３月３１日まで

に延長するものです。 

 

【施行日】 

  令和５年４月１日 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会 

 

【備 考】 

 

資料番号７ 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 産業観光課長  岸 一憲   

【件 名】 

   道の駅よしおか温泉の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

【目 的】 

  電気自動車用充電設備の使用料徴収にあたり、所要の改正を行うものです。 

 

【改正内容】 

 １．道の駅の使用料等の改正について（第６条関係） 

   電気自動車用充電設備の利用料について規定するもの。 

 

【施行日】 

  令和５年４月１日 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会（３月議会） 

 

【備 考】 

   

資料番号８ 



10 

様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 産業観光課長 岸 一憲   

【件 名】 

   吉岡町農業委員会委員の任命について 

 

【目 的】 

  吉岡町農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等に関する法律第８条の規定に

より、議会の同意を求めるものです。 

 

【概 要】 

 １．委員定数 

   吉岡町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例第２条の 

規定により８名とする。 

 

 ２．委員要件及び人数 

   農業委員会等に関する法律第８条第５項による認定農業者５名、同第６項による中

立委員１名、同第７項による青年及び女性２名。 

   各委員の詳細は個人情報につき非公開。 

 

【任期】 

  令和５年４月２７日～令和８年４月２６日 

（農業委員会等に関する法律第１０条の規定により３年） 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会 

 

資料番号９ 
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様式第２号（第４条関係） 

２月 14 日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【１．要】 

付議者 建設課長 笹沢 邦男   

【件 名】 

   吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部改

正について 

 

【目 的】 

  宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）が施行されること

に伴い、所要の改正を行うものです。 

 

【概 要】 

 １．法律の題名の改正 

   第１４条第１項第４号中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」

に改める。 

 

【施行日】 

  令和５年５月２６日。 

 

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会・臨時会 

 

【備 考】 

  なし 

資料番号 10 
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様式第２号（第４条関係） 

２月14日 庁議提出案件【概要説明書】 

●内  容【３．議案事項（１．議案）】 

〇公  開【１．公開】 

〇公開時期【１．庁議後】 

〇概要説明【２．不要】 

付議者 建設課長 笹沢 邦男   

【件 名】 

   町道路線の認定について 

 

【目 的】 

  道路法に基づき、町道の認定により道路網の整備をするものです。 

 

【概 要】 

  主に道路改良工事に伴う取り付け部分や開発に伴う寄付道路等により異動が生じた路

線について町道の認定を行い、道路台帳の更新を行うものです。 

   

【上程予定】 

  令和５年第１回定例会・臨時会 

 

【備 考】 

  議会承認後、町道路線の認定を行う。 

 

資料番号 11 


